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資料を御確認いただくことにより、全国労
働衛生週間の積極的な取組みをよろしくお願
いいたします。
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１ 全国衛生週間の概要
(1)全国衛生週間の役割

労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に

関する国民の意識を高め、 職場の自主的な活動を促して

労働者の健康確保に大きな役割を果たしています。

(2)スローガン

ア 全体スローガン

向き合おう！ こころとからだの 健康管理

イ 副スローガン

うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場

(3)期間

全国衛生週間：10月1日～10月7日

準 備 期 間：9月1日～9月30日



(4)趣旨のポイント（「労働衛生のしおり」Ｐ７～８参照）

ア 過労死等の防止

イ 健康づくりの推進

ウ 事業場における治療と仕事の両立支援

エ 化学物質に起因する健康障害の防止

オ 石綿によるばく露防止対策

(5)実施事項の実施に際して

①密閉空間：換気の悪い密閉空間である

②密集空間：多くの人が密集している

③密接空間：お互いに手を伸ばしたら届く距離での

会話や発声が行われる

の“三つの密”を避けて実施してください。



２ 準備期間に実施する事項

(1)重点事項

ア 過重労働による健康障害防止のための総合対策

イ 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等

に基づくメンタルヘルス対策の推進

ウ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取

組の推進

エ 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド

ライン」に基づく労働災害の予防的観点からの高年

齢労働者に対する健康づくりの推進

オ 化学物質による健康障害防止対策

下線のある項目について説明



カ 石綿による健康障害防止対策

キ 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」

に基づく受動喫煙防止対策

ク 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガ

イドライン」に基づく治療と仕事の両立支援対策の推進

ケ 「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛の

予防対策の推進

コ 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づ

く熱中症予防対策の推進

サ 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイ

ドライン」に基づく労働者の作業環境、健康確保等の推進

下線のある項目について説明



ア 過重労働による健康障害防止のための総合対策

①労働安全衛生法に基づく労働時間の状況の把握
客観的な方法その他の適切な方法による労働時間の状況

の把握（安衛法第66条の８の３ 、安衛則第52条の７の３）

客観的な方法による労働時間の状況を把握
タイムカードによる記録
パソコンのログインからログアウトまでの時間の記録等

※直行直帰などのやむを得ず客観的な方法で把握が難しい場
合は自己申告制でも可能です

②長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底
リーフレット「過重労働による健康障害を防ぐために」Ｐ

５～９を参照してください



労働安全衛生法における時間外・休日労働時間の算定方法
１か月の時間外・休日労働時間数
＝ １か月の総労働時間数―（計算期間１か月間の総暦日数／７）×４０
Ex）1日の所定労働時間が８時間で、９月１日から９月３０日までの所定労

働日数が２１日、時間外労働時間が４０時間、休日労働時間が７時間
のとき
８時間×２１日+４０時間+７時間＝２１５時間(１か月の総労働時間数)

１か月の時間外・休日労働時間数は

２１５時間ー（３０日／７）×４０ ＝４３．５…時間

③ 事業場で実施した健康診断の結果、所見の異常者に対する
医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
リーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断実施

後の措置について」参照

異常が認められたとき、就労に係る意見を聞いてますか？
ただ単に「生活習慣病に注意してください」などの指示では医
師からの就労に係る意見とはいえません



イ 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づ

くメンタルヘルス対策の推進

事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進するため、
「心の健康づくり計画」を策定するとともに、その実施に当たって
は、４つのケアを継続的かつ計画的に行ってください。

心の健康づくり計画策定には、助成金制度もありますので、御活
用ください。

セルフケア
労働者自らが心の健康の保持増進

のために行う活動

ラインによるケア
管理監督者が労働者の心の健康の保

持増進のために活動

事業場内産業保健
スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等が労働者
の心の健康保持増進のために行う活動

事業場外資源
によるケア

事業場外のさまざまな機関が事業場に対
して心の健康づくり対策を支援する活動



また、そのストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善
（一次予防）、メンタルヘルス不調への対応（二次予防）、職
場復帰のための支援（三次予防）が円滑に行われるようにする
必要があります。

心の健康づくり計画の策定
衛生委員会等における

調査審議

セルフケア ラインによる
ケア

事業場内産業保健ス
タッフ等によるケア

事業場外資源に
よるケア

教育研修・情報提供（管理監督者を含む全ての労働者が対象）

職場環境等の把握と改善（メンタルヘルス不調の未然防止）

メンタルヘルス不調への気付きと対応
（メンタルヘルス不調に陥る労働者の早期発見と適切な対応）

職場復帰における支援

個人情報保護への配慮、不利益な取扱いの防止



ウ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進

まず、「～取組の５つのポイント～」が実施できている
か確認しましょう

未実施の事項がある場合「職場における感染防止対策の

実践例」を参考に対応を検討してください

「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止

するためのチェックリスト」を用いて、実態に即した、

実行可能な対策を検討してください



事業者に求められる取組み
実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組

むように努めてください。

安全衛生管理体制の確立等

職場環境の改善

高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

安全衛生教育

１

２

３

４

５

エ 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン」に基づく労働災害の予防的観点からの高年
齢労働者に対する健康づくりの推進



労働者に求められる取組み
自らの健康づくりに積極的に取り組むように

努めてください。

健康診断等による健康や体力の状況の客観的な把握と医師管理

日常的な運動、食習慣の改善等による体力の維持と生活習慣の改善

１

２

エイジフレンドリー補助金（中小企業事業者に対する
補助事業）を活用する等により、高年齢労働者が安心し
て安全に働ける職場づくりを行ってください。



オ 化学物質による健康障害防止対策に関する事項
有機溶剤とは…ほかの物質を溶かす性質をもつ有機化合物の総称。

揮発性が高く、塗装、洗浄、印刷業務等幅広く使
用されている。急性中毒、慢性中毒を引き起こす
危険がある。

特定化学物質とは…職業がん、皮膚炎、神経障害などを
発症させるおそれのある化学物質。

令和３年度の管内労働災害事例（不休災害）

ある事業場では井戸水浄化処理過程において、井戸水にポリ塩化アル

ミニウム、次亜塩素酸ナトリウムの薬品タンクにそれぞれ薬品補充作業

を行い、凝集・滅菌等を行った上でろ過している。

被災者はポリ塩化アルミニウムを入れるタンクに誤って次亜塩素酸ナ

トリウムを投入してしまったことから、特定化学物質の塩素が発生し、

のどに痛みを訴えた。

災害発生時、施設内には防毒マスクなどの保護具は備え付けられてい

なかった。



監督署の調査にて、使用している化学物質を初めて確認した

というケースがよくあります。

まずは、使用している化学物質の把握からはじめてください。

使用している化学物質を把握するためには安全データシート（ＳＤＳ）を
御確認ください。

なお、安全データシートは事業場に掲示や備え付けるなどにより労働者に
周知する必要がありますので御留意ください（労働安全衛生法第101条）。

令和２年度の管内事例（複数の事例あり）

ある事業場では製品の汚れ落としのため、第二種有機溶剤であるキシ

レンを５％超えて含有する溶剤を使用して、払しょく作業を行っていた。

事業場は払しょく作業に使用する溶剤の中に有機溶剤が含有されてい

ることを知らないまま、労働者に払しょく作業をさせていた。

払しょく作業を行う箇所において、局所排気装置やプッシュプル型換

気装置の設置及び作業環境測定の実施がなされていなかった。



◎「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」 が特定化
学物質（第２類物質）になりました

溶接ヒュームとは

金属をアーク溶接する作業時に発生する粒子状物質のこと

塩基性酸化マンガンとは

溶接ヒュームや被覆材などに含まれている物質のこと

◎２つの化学物質については、神経障害等の健康障害を及ぼすおそ

れのあることが明らかとなったため、特定化学物質障害予防規則の

法改正が行われました。

☆詳細はリーフレット

「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措
置が義務付けられます」

「『塩基性酸化マンガン』について健康障害防止
措置が義務付けられます」

を参照してください



耐用
年数
（年）

RC構造
住宅 ４７

事務所等 ５０

Ｓ造
住宅 ３４

事務所等 ３８

出典：社会資本整備審議会建築分科会 アスベスト対策部会（第５回）
・対象建築物は0.1重量％以上のアスベストを含む可能性のある民間
建築物

・建築物は、右表の耐用年数（「減価償却資産の耐用年数等に関する
省令」（H20.4.30財務省令第32号）による）で解体されるものと
した

カ 石綿による健康障害防止対策
石綿は、天然にできた繊維鉱物です。石綿は熱に強く、丈夫で変化しにくい

という特性を持つことから、さまざまな工業用製品に使用されてきました。
しかし、肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在、原則とし

て製造・使用等を禁止されています。
石綿を使用した建築物の解体工事のピーク（令和10年（平成40年頃（推定）

に向けて、解体工事での石綿対策が重要課題です。



◎石綿解体・改修工事等に係る規制についても、法改正がな
されました。今回は一つだけ改正内容を御紹介します。

○石綿含有成形品の除去等の施工方法 （石綿則第６条の２）

石綿含有成形品（スレート、ボード、タイル、シートな
ど）の除去は、切断・破砕等以外の方法により行うことが必
要となりました（技術上困難な場合は除きます ）。

除去する場合や劣化して石綿に飛散するおそれのあると思わ
れる場合は、監督署や解体業者へ相談する、自社で適切に処理
を行うなどを行ってください。

スレート波板 天井ボード 床タイル
※あくまで一例であり、見ただけで石綿含有か区別できるものではありません。



①癌と診断される ②退職するしかない…？

金太郎に相談

④センターに相談

③

ク 治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項



治療と仕事の両立支援にあたっては、産業保健総合支

援センターにて、無料で各種サービスを行っています

ので、御活用ください。

福島産業保健総合支援センター

場 所：福島市栄町6-6

営業時間：8時30分～17時15分

電話番号：024-526-0526

・事業者に対する啓発セミナー ・管理監督者等向けの両立支援教育

・事業場への個別訪問 ・両立支援に関する相談

・労働者と事業場との個別調整支援 ・情報提供



２ 準備期間中に実施する事項

(2)労働衛生３管理の推進等

ア 労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む

労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとし

た労働衛生管理活動の活性化

イ 作業環境管理の推進

ウ 作業管理の推進

エ 「職場の健康診断実施強化月間」（９月１日～９月

30 日）を契機とした健康管理の推進

オ 労働衛生教育の推進

下線のある項目について説明



カ 心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施

キ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進

ク 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に

基づく副業・兼業を行う労働者の健康確保対策の

推進に関する事項

ケ 職場における感染症（新型コロナウイルス感染症、

ウイルス性肝炎、HIV、風しん等）に関する理解と

取組の促進
下線のある項目について説明



代表的な安全衛生管理体制は、以下のとおり

ア 労働衛生管理体制の確立



• 安全管理者（労働安全衛生法11条）
選任が必要な事業場は、以下のとおり

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業

（物の加工業を含む）、電気業、ガス業、熱供

給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家

具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅

館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

50人以上

資格要件は下表の年数以上産業安全の実務に従事した経験を
有し、かつ「安全管理者選任時研修」を修了した者

理科系統 2年 4年 7年

理科系統以外 4年 6年 7年



安全管理者の職務は、以下のとおり

(１)主な職務

① 建設物、設備、作業場所または作業方法の危険防止措置
② 安全装置、保護具の点検及び整備
③ 作業の安全についての教育及び訓練
④ 発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤ 消防及び避難の訓練
⑥ 作業主任者の監督
⑦ 安全に関する資料の作成
など

(2)巡視
安全管理者は作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の

おそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための措置
を講じる必要があります



衛生管理者（労働安全衛生法12条）
常時使用する労働者が 50人以上のすべての

事業場で選任することとなっています

事業場の業種に応じて選任しなければならない資格者

等は、以下のとおり

農林畜水産業、鉱業、建
設業、製造業（物の加工
業を含む）、電気業、ガ
ス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業、清
掃業

免許も
しくは衛生工学衛生管理
者免許を有する者または
医師、歯科医師、労働衛
生コンサルタントなど

その他の業種 上記に加えて、
免許を有する者



衛生管理者の職務は、以下のとおり
(1)主な職務
① 健康に異常のある者の発見及び処置

② 作業環境の衛生上の調査

③ 作業条件、施設等の衛生上の改善

④ 労働衛生保護具、救急用具等の点検

⑤ 衛生教育に必要な事項

⑥ 労働者の負傷に関する統計の作成

⑦ 衛生日誌の記載

など

(2)巡視

少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、有害の

おそれがあるときは、労働者の健康障害を防止

するための措置を講じる必要があります



• 産業医（労働安全衛生法13条）

常時使用する労働者が 50人以上のすべての事業場

で選任することとなっています

産業医の選任要件は医師であって、次のいずれかの要件

を備えたもの

 厚生労働大臣の定める研修（日本医師会の産業医学基礎研修、

産業医科大学の産業医学基本講座）の修了者

 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が

保健衛生である者

 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授ま

たは常勤講師の経験のある者



産業医の職務は、以下のとおり

(1)主な職務

① 健康診断、面接指導及びストレスチェックの実施

② 作業環境の管理

③ 作業の管理

④ 労働者の健康管理

⑤ 衛生教育

⑥ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止の措置

など

(2)勧告等

労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者

に対し、労働者の健康管理等について勧告できます

(3)定期巡視

少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に

有害のおそれがあるときに、労働者の健康障害を防止するための措

置を講じる必要があります



• 安全衛生推進者等（労働安全衛生法12条の２）

常時使用する労働者が10人以上 50人未満の事業場で、以下の

業種でそれぞれ選任が必要です

安全衛生推進者 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業

（物の加工業を含む）、電気業、ガス業、熱供

給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家

具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅

館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

衛生推進者 上記以外の業種



安全衛生推進者等の選任要件は、いずれかの資
格を有する者

安全衛生推進者養成講習の修了者

衛生推進者養成講習の修了者

大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務従

事者

高等学校又は中等教育学校卒業後に３年以上安

全衛生の実務従事者

５年以上（安全）衛生の実務従事者

安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサル

タント・労働衛生コンサルタントの資格を有す

る者



安全衛生推進者等の職務は、以下のとおり
（衛生推進者は衛生に係る業務に限る）

(1)主な職務

① 施設及び設備の点検

② 作業環境の点検及び作業方法の点検

③ 健康の保持増進のための措置

④ 安全衛生教育

⑤ 異常な事態における応急措置

⑥ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策

⑦ 安全衛生に係る各種報告、届出

など

(2)氏名の周知

安全衛生推進者等を選任した時は、当該安全衛生

推進者等の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示して

周知してください



エ 「職場の健康診断実施強化月間」（９月１日～９月
30 日）を契機とした健康管理の推進

厚生労働省では、毎年９月を「職場の健康診断実施強化月間」とし、

集中的・重点的な啓発を行っています。月間中は、一般定期健康診断の

実施、医師の意見聴取、就業上の措置の実施の徹底を事業者の皆様に改

めてお願いしています。

令和３年度 強化月間の重点周知事項は、以下の２点になります。

医療保険者※1から従業員の健康診断の結果を求められた際の提供に
御協力ください

※１：協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等

新型コロナウイルス感染症の影響による延期分の早期かつ計画的実
施にご協力ください

詳細はリーフレット「9月は『職場の健康診断実施強化月間』です」
を参照してください



ク 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に基づく
副業・兼業を行う労働者の健康確保対策の推進に関する事項

使用者は、労使の話し合いなどを通じて、以下のような健康確保

措置を実施することが重要です。

 労働者に対して、健康保持のため自己管理を行うよう指示する

 労働者に対して、心身の不調があれば都度相談を受けることを

伝える

 副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措

置を実施する

 自社での労務と副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時

間外・休日労働の免除や抑制を行う

詳細はリーフレット「副業･兼業の促進に関するガイド
ライン わかりやすい解説」を参照してください



２ 準備期間中に実施する事項
(3)労働衛生３管理の推進等

ア 粉じん障害防止対策の徹底
イ 電離放射線障害防止対策の徹底
ウ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底

エ 振動障害総合対策要綱に基づく騒音障害防止対策の徹底

オ 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインによる

情報機器作業における労働衛生管理対策の推進

カ 酸素欠乏危険場所における作業前の酸素及び硫化水素濃度の測定の徹底

キ 建設業、食料品製造業等における一酸化炭素中毒防止のための換気等

(4)東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進
ア 東電福島第一原発における作業や除染作業等に従事する労働者の放射線

障害防止対策の徹底

イ 「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策

の強化について（平成 24 年８月 10 日付け基発 0810 第１号）」に基

づく東電福島第一原発における事故の教訓を踏まえた対応の徹底

下線のある項目について説明



ア 粉じん障害防止対策の徹底
粉じん障害防止総合対策推進強化月間（9月1日～30日）と

して、取組みの推進を図ってください。

じん肺とは…主として小さな土ぼこりや金属の粒などの粉じんを長い年月

にわたって多量に吸い込むことで、肺の組織が線維化し、硬

くなって弾力性を失ってしまった病気。現在、じん肺を治す

根本的な治療がないため、ばく露防止対策を徹底する必要が

あります。

呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底
保護具着用管理責任者の選任
局所排気装置等の検査、点検責任者の選任
たい積粉じん清掃責任者の選任
じん肺健康診断の確実な実施
⇒「じん肺健康管理実施状況報告」の提出

取組みとして…

をお願いします。



イ 電離放射線障害防止対策の徹底に関する事項

令和３年４月1日から改正電離放射線障害予防規則により、

眼の水晶体に受ける等価線量の限度が引き下げられま

す！

新 た な 被 ば く 限 度

と ポ イ ン ト

眼の水晶体に受ける等価線量は、５年間につき100mSv及び１年間につ

き50mSvを超えてはいけなくなります（改正前は年間150mSvが限度）

電離放射線健康診断結果報告書の項目が一部変更となります。全区分の

欄に「検出限界未満の者」の項目が追加されます

詳細はリーフレット「『改正電離放射線障害防止規則』が施行されます
（増補版）」を参照してください



３ 全国労働衛生週間中に実施する事項

１ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視

２ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示

３ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰

４ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等

緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施

５ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文

・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚

のための行事等の実施



おわりに

今年の全国衛生週間は、新型コロナウイル
スの終息が見えない状況下で行うため、感染
予防対策を最優先で取り組んでいただき、労
働者の健康管理や職場環境の改善等に取り組
んでいただきますようよろしくお願い致しま
す。

各種リーフレットや新型コロナウイルスに
関する相談等があればお問い合わせください。
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